
 

 

 

 

 

 

 

 

四條畷市総合教育会議（平成２９年度第３回） 

会議録 
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１  平成２９年７月２６日 午後２時 四條畷市役所本館委員会室において、四條畷

市総合教育会議を開催する。 

 

２  出席者 

  市 長   東  修平  

  教 育 長   森田政己  

  教育長職務代理者   山本博資  

  教 育 委 員   大村民子  

  教 育 委 員   原 知 雅 

  教 育 委 員   吉田知子  

 

３  事務局出席者 

  理 事   開  康成  

調 整 監   藤岡靖幸  

  政 策 企 画 部 長    坂田慶一  

  教 育 部 長   西口文敏  

兼教育環境整備室長    

教 育 部 次 長   芝田孝人  

兼学校教育課長  

教 育 総 務 課 長    阪本律子  

教育環境整備室上席主幹   木村  実  

兼学校教育課人権教育・教科指導担当課長  

  建設課上席主幹    藤井道幸  

企 画 調 整 課 長    板谷ひと美 

   企 画 調 整 課   川崎有紀  

   

４  会議録作成者 

  企 画 調 整 課   川崎有紀  

 

５  案件 

（１）南中学校休校にかかる諸課題の解決策について 

（２）教育大綱について 
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それでは、定刻になりましたので、平成２９年度第３回四條畷市

総合教育会議を開催させていただきます。 

 本日は、去る７月４日の平成２９年度第２回会議を経て、南中学

校の休校に伴う諸課題に関する事項について、市長と教育委員の相

互理解、確認を行うとともに、教育大綱の改訂について市長と教育

委員で意見交換を行うため、お集まりいただきました。 

なお、本日の会議において、今後の市広報誌等への掲載のため、

秘書広報課職員が写真を撮らせていただきますのでご了承下さい。 

 

本日の資料は複数ありますので、確認させていただきます。先ず、

次第。市長・教育長との意見交換会の説明資料、中学校再編整備に

係る諸課題についての資料、教育振興ビジョン（案）、以上でござ

います。 

  

はじめに、私から、南中学校の休校に伴う諸課題について、前回

の会議で共通理解された事項に関して、確認させていただきます。 

１つめ、制服の取扱いについて、四條畷中学校及び四條畷西中学

校の制服の変更はしない。また、南中学校の制服は、転籍先におい

ても、期限を設けずに着用可能とする。 

補助を実施する場合の対象は、現南中学校１、２年生とする。補

助額については、保護者の負担を可能な限りなくしていくという方

針のもと、議会との協議を経て決定していく。 

２つめ、中学校再編整備に係る遠距離化対策について、３点確認

いたしました。 

１点、通学については、原則徒歩とし、遠距離地域については、

電車及び路線バスの利用を認める。 

２点、自転車通学、スクールバスについては、不可とする。 

３点、校区については、現在は中野新町のみ、必要に応じて西中

学校へ進学することを認めているが、その他の地域についても継続

的に審議を行う。 

３つめ、通学路の安全対策については、防犯カメラ、人的配置、

カーブミラー、防犯灯、道路の路面標示、これら大きく５点につい

て、９月の市議会定例議会で補正予算として計上することを踏ま

え、子どもたちの安心、安全に配慮しつつ、効果的、効率的な視点

をもって、市長部局、教育委員会等で精査していく。 

以上です。 
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続きまして、市長から、本日検討すべき事項等を含めまして、挨

拶を申し上げます。 

 

皆さん、こんにちは。今年度で３回め、私が市長に就任させてい

ただいてから５回めとなる総合教育会議ですけれども、公私なにか

とお忙しい中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。 

先ほど、事務局からありましたように、これまで継続審議させて

いただいている、南中学校の休校に伴う諸課題についてと、本日は

もう一つ、教育大綱について、この大きく二つについて、議論を深

めていけたらと思っております。 

それに先立ちまして、前回の総合教育会議から本日に至るまでの

間に、対象の保護者に対するアンケートと、意見交換会を行わせて

いただきましたので、その時の議論の概要等々について、先ずは事

務局から説明していただきたいと思っております。 

 

それでは、アンケートの概要からご説明いたします。 

クリップどめの資料２枚目に、Ａ３横長の資料があると思います

けれども、こちらのアンケートを配布させていただきました。 

対象校につきましては、南中学校１、２年生の保護者、南小学校

６年生の保護者、東小学校６年生の保護者の皆様、合計２２８通を

送付いたしました。 

アンケート実施期間は７月７日から７月１８日、うち回答数は１

５０通、回答率は６５．８％となりました。 

クリップどめの資料の１枚めをご覧ください。 

通学方法につきましては、「徒歩」を選んだ人数は５８人で、全

体の３８．７％、「電車」を選んだ人数は６人で、全体の４％、最

後に、路線バスを選んだ人数は８４人で、全体の５６％となりまし

た。また、「選べない」「バス、徒歩両方」と答えた方もいらっしゃ

いました。 

次に、路線バスを選んだ方を対象に、どのバスの停留所を利用す

るかをお尋ねしたところ、四條畷神社前を選んだ方は２７人、塚脇

を選んだ方は５４人となっています。 

こちらも、２つのバス停を選択された回答がありましたので、合

計の数に差があるものとご理解いただければと思います。 

続いて、通学方法や通学費に係る補助などについての自由意見欄

についてです。 

主な記述意見といたしましては、路線バス、電車等を利用した場
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市長 

 

合の費用負担について、できるだけ補助をしてほしい、全額負担し

てほしい、補助の出る地域を拡大してほしいといった意見がありま

した。 

また、新しいルートやバス停の新設につきましては、四條畷中学

校前にバス停を設けてほしい、南中学校から四條畷中学校のルート

を設けてほしいといった意見がありました。 

他に、路線バスの運行状況のお尋ねや、自転車やスクールバスと

いった通学方法についてのご意見がありました。 

また、安全対策に関するご意見や、徒歩についての荷物の負担を

減らしてほしいといった、学校運営上の意見がありました。 

 

次に、南中学校１、２年、南小学校６年、東小学校６年の保護者

を対象に行った、市長と教育長との意見交換の概要についてご説明

申し上げます。 

パワーポイントの資料をご覧ください。こちらの資料に基づい

て、意見交換会をさせていただきました。 

参加者数は、南中学校１、２年保護者２７人、南小学校６年保護

者１１人、東小学校６年保護者６人で、合計４４人でした。 

時間は１９時から２１時を予定していたのですが、お話が早く終

わりましたので、１９時から２０時２０分で終了となりました。 

 内容につきましては、先ずは事務局から、パワーポイントの資料

を用いて、７月４日総合教育会議での共有事項及び継続審議事項に

ついて説明をした後、市長、教育長より、質疑応答となりました。 

概要につきましては、先ほどのＡ３横の資料の次のページに、ま

とめさせていただいております。 

主な質問としては、通学方法について、通学路の安全対策につい

て、通学の遠距離化について、制服の補助について、学校運営上の

制服や体操服の取扱い、学校間交流についてです。詳細な内容につ

きましては資料をご覧ください。 

前半は通学方法等の対策についてのご質問が多かったのですけ

れども、後半になるにしたがって、学校のルールについてのご心配

のお声などがあり、そのことにつきましては、学校の校長先生方も

参加されておりましたので、校長先生のほうから、こんな方法もあ

りますよ、ということで、お話がありました。 

 報告は以上です。 

 

 ありがとうございました。 

 ただ今、事務局から、前回の総合教育会議との間に実施したアン
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ケートや、意見交換会の概要についての説明がありました。 

 そのうえで、本日、議論すべき案件につきましては、非常に多岐

にわたりますので、一つずつ意見交換をさせていただいて、しっか

りと結論を導いていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 はじめに、制服の取扱いについて、議論させていただきたいと思

います。その後に、通学路の安全対策、通学の遠距離化について、

議論をさせていただきたいと思います。 

  

 まず、１点めの制服の取扱いについてですけれども、今、事務局

から報告がありましたとおり、これは一定、前回の総合教育会議で、

方向性としては一致できたかと思いますので、確認をさせていただ

きたいと思っております。 

 現行の制服は期限を設けずに着用可能ということで、一番、問題

になってくるのは、幅といいますか、１４種類すべて、可能な限り、

すなわち１００％の補助をめざしていくという考えだったかと思

います。その共通理解については、アンケートや意見交換の中でも、

特段、それに対する議論というものは出なかったので、可能であれ

ば、そういう方向で進めさせていただきたいと思っています。 

 何か、付け加えるご意見等はございますでしょうか。 

 

 特に、アンケートの結果、それから、先ほど事務局からあったよ

うに、意見交換の中でも、細かな部分で、制服の購入時期ですとか、

品目についてのご質問はあったのですが、こちらからの提案につい

ては、ほぼご理解いただけたと感じております。 

 このまま、原案どおり進めさせていただきたいと思っておりま

す。 

 

 分かりました。ありがとうございます。 

 １４種類で、補助率１００％をめざしていくとなると、負担額と

しては、安くはない額になってきますので、この場でそれが必ずで

きると言い切ることは難しいですけれども、本件に関しては私とし

ても、議会の皆さまとしっかり議論をさせていただいて、教育委員

会からお示しいただいた形が実現するように、尽力していきたいと

考えております。 

 ただ一点、今、教育長からありましたが、特に一昨日、月曜日の

意見交換会で、制服に関するご質問は、実は、かなり多かったので

す。多かったというのは、補助率云々というよりも、いつ購入した
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ら対象になるのかとか、体操服はどうなのかとかについてです。こ

のあたりは、教育委員会で思っていることと、現場の先生方の間に、

一定の乖離があるのかな、と思わざるを得ないような質問も出てき

ておりましたので、決定したこと、あるいは、すでに決まっている

ことに関しては、しっかりと保護者の方に届けていくと。これはも

う、最初の総合教育会議から、再三、議論になっているのですけれ

ども、教育委員会として、周知徹底を図っていくように、学校長な

どにご指示いただけたらというのが、私が一番強く思った点です。 

  

その他に何かなければ、制服についてはこれで議論を終わらせて

いただきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

  

 ありがとうございます。それでは、制服については以上とさせて

いただきます。 

 

 続いて、通学路の安全対策の話をさせていただければと思うので

すけれども、一昨日の意見交換会では、制服も多かったのですが、

おそらく一番多かったのは、この安全に関するご質問だったかと思

います。 

また、アンケートでも、さまざまなご意見をいただいております。

その中で、５つの、カメラ、人的配置、路面標示、防犯灯、カーブ

ミラーといったものは、基本的には、保護者の皆さまにご要望いた

だいた点に、可能な限り対応していくというところで、前回の総合

教育会議では話をさせていただいていたと思っております。 

これに関して、ご希望に沿えるようにやっていくということで、

方向性は大きくは一致していたとは思うのですけれども、何か付け

加えること等があれば、お願いします。 

 

特に、一昨日の意見交換会のなかで、具体的な地区、地域を指定

した形で、まだまだ不安をお持ちの保護者の方がおられたと思って

おります。 

ご説明をさせていただいて、納得していただいたのではないかと

思っているのですが、通学路が２倍になる地域もありますので、も

う一度、そのあたりのことを精査しながら、きちんとした形で、我々

のほうで見落としがないように、安全対策を図っていきたいと思い

ます。 
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分かりました。ありがとうございます。 

具体的な名前を挙げられた地域もありましたし、現時点で、特に

防犯カメラ等々については、関係機関との協議が必要になるので、

最終決定をできていないと。当然、予算面もありますけれども。そ

の段階で、たしかに、決まっていないから言えないということもあ

るのですけれども、逆に、知らされていないから不安だという思い

も非常に強いのかなと、アンケートや意見交換を通じて思いまし

た。素案の段階ではあるものの、このあたりにどれくらいのものを

付けていくというような考え方であったりとかは、やはり、先ほど

の制服と同じで、周知がたりていないことによる不安が多かったの

かなというのは、意見交換を通じて非常に思いましたので、これに

ついても、分かっている範囲で、また、決まり次第迅速に、周知徹

底を図っていくと。 

先ほど、教育長がおっしゃったように、大村委員も、原委員も、

一昨日、出席していただいたので、お感じになられたと思うのです

けれども、こちらで一定、その地域に対してはこういう対策を考え

ていますと、ご説明差し上げれば、「そうですか。納得しました」

というようなご反応がほとんどだったかと思いますので、それに関

しては、さらに力を入れていきたいと思います。教育委員会として、

そのあたりは、周知していただければと思います。 

 

その他でいきますと、やはり、防犯カメラのことを気にされてい

た方もいれば、人的配置というところも非常に考えられていまし

た。具体的にどういう方を配置するのかということや、どういう時

間帯に配置していただけるのかというところもあったのですけれ

ども、教育長から、朝と夕方と、あるいはシルバー人材センターか

らと、ご説明を申し上げたら、一定、ご納得いただけたのかなと思

いますので、そのあたりは、今後しっかりと、関係者と議論をさせ

ていただきながら、その方向で進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

 

安全対策につきましては、大きくはそのように、私としては思っ

ているのですけれども、他に何か、追加すべきご意見等はあります

でしょうか。 

 

（（意見なし）） 
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それでは、今の方向で進めさせていただければと思います。 

 

続いて、３点めの、通学の遠距離化対策についてですが、これは

論点が非常に多岐にわたっておりますので、先に、事務局に論点の

整理をもう一度していただきたいと思います。 

 

それでは、３点めの、遠距離化対策について、市長からお話があ

りましたように、論点が多岐にわたっておりますので、簡単に整理

させていただきたいと思っております。 

まず、１点めとしましては、通学の方法。 

２点めとしましては、通学の方法を認めるのであれば、どんな方

法が適切なのか。 

３点めとしましては、その方法につきまして、市としての支援策

は、どのようなことができるのか。 

４点めは、そもそも、校区のあり方はどうなのか。 

以上、４点が主な項目であると考えております。 

 

はい。ありがとうございます。 

この、方法というところなのですけれども、もう一度、私として

は確認させていただきたいのですが、前回の総合教育会議では、原

則徒歩であるということについて、教育委員会からご説明をいただ

いて、私の方向としても、それに対しては異議がないというか、同

じ方向性で、という考えだったのですけれども、アンケートや意見

交換において、夏場の暑いなか、本当に徒歩で行くのかということ

であったり、坂道だとか、遠くなるということに対して、どうなの

かという意見が多かったことも事実だと思います。前回の総合教育

会議からも、また、そういったご意見をいただくに対し、改めてお

伺いしていきたいのですが、原則徒歩に対する教育委員会としての

考え方というところを、もう一度しっかりとこの場でご説明いただ

いて、議論しておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

前回の総合教育会議でも、それから、これまでの教育委員会の会

議においても、通学方法については、距離のことや、現四條畷中学

校の生徒が通学路として使っているコースを考え、どれだけの負担

というか、これまでと違いがあるのかと考えたときに、最初は、こ

れまで通ってきたことを考えると、やはり少し疲れるかなと思った

のです。そのための対策として、クラブ棟をつくって、そこにクラ

ブ用具を置くことができるとか、あるいは、他の部分においても、
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今の子どもたちの３年間の発達状況などを考えたときに、単に遠く

なったからバスに乗せる、あるいは電車に乗るということについ

て、本当にそれがいいのかということを色々と考えました。他市の

例や、市内の他地域のことも考え、やはり原則、徒歩であるほうが

良いという考えに至ったという次第です。 

ただ、中学生というのは、本当に発達の違いがありますので、教

育環境整備計画でも謳っているように、電車等を一定、認めていく

というというところで、今回、通学方法として、電車、それから、

路線バスが出てきたということがあります。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

おっしゃっていただいたのは、遠くなったから何かケアをすると

いうような考え方よりも、そもそもの距離だったりとか、子どもの

発達状況というのは、歩くことによって心身が強くなるというよう

な、そういうニュアンスなのかと思うのですけれども、そういうお

考えだし、今、四條畷中学校の話をされたと思いますけれども、四

條畷中学校の子どもたちも、現に坂道を上って通学しているという

こと、あるいは、意見交換のなかでは、重い荷物を持っているとい

うお話もありましたが、それに関しては、現在進めているクラブ棟

を活用することで、一定、確保されるのではないかと、そういうお

話かと思います。 

この、原則徒歩ということについて、他の委員さんから、思いで

あったりとか、追加すべきということがあれば伺いたいと思うので

すけれども、何かありますでしょうか。 

 

原則徒歩というところで、とにかく、自転車に関しては、事故の

可能性があります。自分がどんなに気をつけていても、人との往来

や、限られた時間帯で授業が始まるということで、そこが一番肝心

だったのかなと思います。 

それから、意見交換会でも聞かせていただいて、ご自分でも「感

情的になりますが」とおっしゃって、それでもしっかりと、母の思

いだと思うのですけれども、お話しされていた部分については、炎

天下で、というのだったら、帽子を被るとか、何らかの対応ができ

ることが多々あるのではないかと思います。事故は防ぎようがない

ことなので、やはり、そう考えると、荷物の重さにしても、これか

ら、どの荷物を置いて通学できるようになるとか、具体的に対策を

考えられる範疇のものだと判断します。 
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分かりました。ありがとうございます。 

荷物に関しても、運用というと言葉は違うかもしれませんが、原

則、徒歩ではあるけれども、重い荷物はなるべく置くようにしたり

とか、帽子を被るとかという対応で、原則徒歩であれば、対応でき

るのではないかと、そういうお考えだと思います。 

 

他の委員さんは、大丈夫でしょうか。 

 

（（意見なし）） 

 

 分かりました。 

私としても、前回の総合教育会議でも申し上げたとおり、その考

え方について、何ら異を唱えるものではないので、原則徒歩という

考え方について、この場で共有させていただきたいと思います。 

そのうえで、先ほど教育長からありましたとおり、とは言え、発

達状況の違い等もあるので、他の通学方法というのも一定、確保し

ておくべきだという考えから、路線バス、あるいは電車という考え

につながっているというお話だったのですけれども、一度、前提条

件を整理させていただきたいと思います。 

路線バスに乗れる生徒の対象については、意見交換会で使ったス

ライドの、２ページめの裏側を見るのがいいと思います。これまで

の議論でいきますと、四條畷中学校に通っている、最も遠い生徒が

住んでいるところを半径にとって円を描いた図があります。 

配らせていただいたアンケートの中に書いているのは、バスと電

車を利用できるのは、中野新町、塚米、楠公、川崎、畑中、滝木間

になっています。これはほとんど、現行の南中学校に通われている

生徒を対象にするのかなと思うのですけれども、円の中であれ外で

あれ、休校に伴う措置であるので、バスの利用は認めると、そうい

うことだと思うのですけれども、その方向性で考えるのであれば、

現行、南中学校に通われている生徒すべてを、一旦、対象とすると

いうことにした方がいいと、意見交換会を通じて、私としては思い

ました。 

というのは、この表現だと、中野一丁目、二丁目あたりが、現時

点では南中学校に通っている子もいるけれども、バス、電車は認め

られないという形になっているので、ここに関して、範囲としては、

休校に伴う措置ということで、現行の南中学校に通われている校区

を対象として、バス、電車を対象とした方がいいのではないかと、

私自身は考えているのですが、このあたりについて、教育委員さん
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市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

の考え方を教えていただければと思います。 

 

中野一丁目、二丁目というのは、校区再編を考えていかなければ

ならない、一つのきっかけとなった地域です。四條畷小学校に通い

ながら、近くにあるとは言え、同じ小学校から同じ中学校へ、なぜ

少数の生徒が行けないのかという、長い間の、子どもたち、あるい

は、保護者の願いというものがありまして、そういうところで、私

もその経緯が分からないのですけれども、ここの部分が、欠落して

いったのではないかと思います。 

市長がおっしゃるように、そこを含んで、ということを考えたと

きには、それも対象になるかなと思うのですけれども。もともと、

私の意識の中では、長年、中野一丁目、二丁目の子どもたちは、四

條畷小学校、四條畷中学校と進学する、というような、これを変え

ていかなければならないという思いを持っていましたので、今回の

バスの部分には、考えが及ばなかったのです。 

 

もともとの教育環境整備計画は、電車を利用するという考え方に

なっていたと思います。四条畷駅を使うと考えた場合に、そこから

どれくらいの距離があるのかという考え方であったので、冒頭、私

が申し上げた地域が、ＪＲを利用できるという考えだったのかなと

思います。それで、中野一丁目、二丁目というのは、駅からすると

一番遠い地域なので、該当から漏れていったのかなと思うのですけ

れども、今は考え方として、四條畷中学校から範囲を描いたときの

考え方であったりとか、今回は休校に伴う措置という考え方がある

ので、私としては、大きく差支えがないのであれば、現行、南中学

校に通う校区については、別の方法の対象地域にしたらいいのでは

ないかと思っています。今、教育長も、その方向でいいという意味

かと思うのですけれども、他の委員さんから何か、それについてご

意見があればお願いします。 

 

今、市長のおっしゃったとおりだと思います。当初、この計画を

策定したときには、電車で行く方が効率的にいいだろう、バスとい

うのは非常に考えにくいということがありまして、なおかつ、徒歩

というのを前提にしていましたので、中野一丁目、二丁目の生徒に

ついては、わざわざ駅まで出てきて電車を使うよりも、そのまま徒

歩で行かれるほうが、という考えがありましたし、電車で行かれる

場合は補助しなければならないので、補助する、あるいは全額負担

をする予算をなるべく少なくした方が、実際には、補助を受ける方
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市長 

 

にとっては、多くの補助となるということもあって、人数の問題も

あったかと思うのですけれども、そういう観点で、ああいう形の決

め方をしたと。 

バスという考え方も浮上してまいりましたし、四條畷中学校の先

の部分が、今の段階で見えていないということもありますので、そ

ういう意味でいうと、過渡期ということもありますので、私として

は、市長がおっしゃったように、現南中学校に通っている生徒さん

については、希望されれば、そういう対象に入れていただけたらあ

りがたいと思います。 

 

分かりました。ありがとうございました。 

他の委員さんで何か、追加の意見があればと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

（（意見なし）） 

 

それであれば、先ほど、原則徒歩のお話をさせていただいて、こ

れから、電車と路線バスのお話をさせていただきたいと思っていま

す。それらの方法にかかる対象地域は、今の南中学校に通われてい

るお子さんの住んでいる地域、校区ということでよろしいでしょう

か。 

それを前提としての話を進めさせていただきたいと思うのです

けれども、前回の議論で、先ず、確定させていかなければならない

のは、補助の対象地域の考え方です。 

先ほどは、利用できる対象地域のお話で、それは南中学校区です。

今度は、補助の対象地域というところを確定させていただかなけれ

ばならないと思います。 

先ほども申し上げましたとおり、四條畷中学校に通っている、一

番遠い生徒から円を描いて、そこから外に住まれている地域の生徒

を対象にしていると。前回は、この点については、私としては特に

異論はなかったので、合意できたかなと思うのですけれども、確認

として、ここの対象地域については、同じ考えで進めさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

 

それでは、補助の対象地域については、この円から外の地域とい

うことで、確定させていただきたいと思います。 
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そのうえで、補助率のお話をさせていただきたいと思うのですけ

れども、前回は、具体的な率の話は出てこなかったと思うのですが、

そのあたりについて、あれから時間を経て、教育委員会として、ど

のような意見が出ているのかを教えていただければと思います。 

 

今朝、教育委員会定例会がありまして、そのなかで、補助率につ

いて、事務局で調査し、一定の線が出てきたところでございます。

そのあたりのことを、事務局から一度、説明していただいたほうが

いいかと思います。 

 

ただ今、教育長から、今朝の教育委員会での補助率に対する議論

について、簡単にご報告をということがありましたので、事務局か

らお願いいたします。 

 

私から申し上げるのは、試算ということで、よろしくお願いしま

す。 

先ず、近鉄バスの利用が中心になってくるかと思うのですけれど

も、そちらの試算を考えさせていただいております。近鉄バスに関

しては、学期定期というものがありまして、一学期、二学期、三学

期、この期間が使えるものです。一学期、二学期、三学期をあわせ

ますと、年間で、８３，０３０円となっています。 

また、今回の試算では、コミュニティバスを、比較として検討し

ております。コミュニティバスにつきましては、もともと、「コミ

ュニティバスを利用させてほしい」というご意見もありまして、コ

ミュニティバスは、その時間帯に走っていないということなのです

けれども、その料金については一つの指標になるのではないかとい

うことで、計算させていただいております。考え方といたしまして

は、コミュニティバスは、一度の乗車につき２２０円で、通学であ

れば半額になりますので、片道１１０円、往復２２０円となります。

この計算をもとに、一学期、二学期、三学期の授業日数を掛け算し

ましたところ、年間で４４，６６０円かかることになります。 

今回の、この考え方につきましては、コミュニティバスの負担は

お願いしたいということで考えている状況ですので、学期定期の合

計は８３，０３０円、そして、コミュニティバスを利用したと仮定

して、４４，６６０円で、その差額につきましては保護者に負担し

ていこうという試算を考えております。年間では、一人あたり約５

万円の補助、％でいきますと、補助率は５４％と試算をさせていた

だいております。 
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以上、今のような形で、バスを利用すると考えたときに、市の施

策としてバス事業をするのであれば、本来であれば、今あるコミュ

ニティバスを、という、これはアンケートでもありましたし、意見

交換会のなかでも「コミュニティバスは」という意見がございまし

て、それをベースとして考えました。このへんのところを業者とも

詰めてきたのですけれども、ルートがなかなか設定できないという

ことで、今、使えるルートは路線バス、近鉄バスが、ちょうど四条

畷駅から四條畷神社前、塚脇、そして東小学校前、清滝団地と、こ

ういうコースがありますので、これを利用した場合との差額をはじ

きだしたということで、５４％の補助率ということで、考えた根拠

でございます。 

 

先ず、大前提として議論させていただきたいのは、制服は全額補

助します。それは、前回の総合教育会議のなかで、特に、山本職務

代理者がおっしゃっていたと思うのですけれども、子どもの心的負

担、それぞれの考え、捉え方はさまざまなので、１４種類すべてに

ついて、補助を可能な限り、というお話があったと思います。子ど

もの視点に立って、ということでよかったかなと思います。 

今回、まず、制服に関しては補助率１００％をめざしていくとい

うことで理解できたのですけれども、バスについては、そもそも、

そこの議論をしていないかと思うのですが、そのあたりの教育委員

会の見解をお伺いできればと思います。 

 

全員が合意したというわけではなくて、補助率を設定する際の、

さまざまな意見のなかの、私の意見なのですけれども、こういうこ

とを考える時には、常に、教育的な効果として、どのようなことが

必要であるかを考える施策として私は思っております。制服の場合

は、制服がなければ、子どもたちの心的負担は計り知れないものに

なると思います。それをカバーするためには、制服については全額

を補助するべきだと考えます。 

今回の、バスの件に関しましては、原則徒歩ということを言って

おります。原則徒歩というのは、今、問題になっております、子ど

もたちの体力であるとか、学校内で体力を増強するというのも当然

なのですけれども、登下校の日常的にそういう、歩くということも

必要だと、そういう観点から、原則徒歩ということにしております。

ただ、色々な発達段階の生徒たちもおりますし、それについては、

必要に応じて、必要の程度については客観的には我々は線が引けま
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せんので、保護者の判断で、必要であるかどうかは決めていただき

たい。必要な子どもさんについては、ある一定、子どもを育てると

いう観点から、保護者の方には負担をしていただきたいというの

で、こういう形になったと理解をしております。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

制服につきましては、１４品目という形であります。今、南中学

校にいる、１年生、２年生の生徒すべてにかかわってくることが、

可能性としてあります。 

当初、休校によって転籍になって、南中学校から四條畷中学校ま

での距離が増えるということは、これは地域によっても変わってき

ますので、対象となる生徒たちが、歩いていこうという方もおられ

るし、体力的に、歩いていくのは困難だという方もおられる。その

へんのところは、個々に違いますので、一定の線というのはなかな

か難しいという部分もあって、一定の補助という形で考えていくの

がいいのではないかということで、他にも、路線バスではなくてス

クールバスという考えもあろうかと思いますが、スクールバスにつ

いては他地域にお住まいの生徒とのバランスとか、運行面や運用

面、そういった面でも、なかなか難しいかということで、スクール

バスは導入しない。そうすると、残った路線バスについても、先ほ

どから話題になっているように、一番遠い、四條畷中学校の子ども

たちから、それを半径として円を描いたときに、そこから外れた生

徒たちに一定の補助をするということです。もちろん、私としては、

歩いて登校していただき、原則徒歩を堅持していきたいという思い

は、強くございます。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

今、お二人からおっしゃっていただいたことを、簡単に整理させ

ていただくと、基本的には、徒歩であると。やはりそれは、子ども

の視点というか、教育的な観点からいって、健やかな成長を願うと

いう意味において、歩くということを大切にしてほしいということ

があるので、その原則からいくと、バスを利用する方に対して１０

０％の補助をしていくというところと、原則、徒歩で行ってほしい

というところは、折り合いがつかないので、補助はするけれども、

全額という考え方は、教育委員会としてはしなかった、ということ

でよろしいでしょうか。 
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（（異議なし）） 

 

分かりました。ありがとうございます。 

そこに関しては、原則徒歩になるぶん、当然、安全対策であった

りというところは、強化、充実していくということが、先ほどの議

論だったと思います。 

今度は、率の考え方なのですけれども、考え方としては、逆もあ

って、原則徒歩なのであれば、そもそも、補助は必要ないのではな

いかという考え方も、当然あります。 

しかし、先ほど、教育長がおっしゃったように、四條畷中学校校

区の一番遠い地域よりも、さらに遠い地域が出てきたり、生徒の発

達状況の違いもあるので、選択肢としては、提示するのであれば、

支援という形を一定取るべきだというようなことが、先ほどからの

文脈から言えるのではないかと思います。 

そのうえで、率を定めるうえで一つご参考にされたのが、コミュ

ニティバスの料金だと思います。先ほど、教育長がおっしゃったと

おり、アンケートにも意見交換会でも、コミュニティバスのルート

を変えて、通学に使えるようにすればいいのではないかという意見

があったのですけれども、これは、教育長も調整いただいたという

ことですが、やはり、田原地域と西部地域があるなかで、増便であ

ったりとか、ルートを変更するということは、現時点でもうまくい

っていない部分が多い問題で、かなりの難易度を伴うというのは、

一昨日の意見交換会でもさせていただいたと思っています。ただ、

市のコミュニティバスを使えたのならば、一回１１０円で済むとい

うような考えの発想をもとに、補助率を組立てたと。 

 

往復２２０円です。 

 

往復２２０円で、ということですね。それでいくと、５４％くら

いが補助になるというのが、事務局からのお話でした。だいたい、

半分ちょっとくらいということです。 

これは、一定、指標として、コミュニティバスが使えたなら、こ

ういう値段だったのだから、５４％の補助なのだという考えがある

のですけれども、では、５４％という数字自体に対して、教育委員

会さんが思われる値、あくまでもコミュニティバスは参考値なの

で、この値が皆さんで、原則徒歩に対しては妥当な値ということな

のか、そのあたりのご意見があったのなら伺いたいのですけれど

も、いかがでしょうか。 
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妥当かどうかというのは、非常に判断しにくい部分があったのは

事実なのです。教育委員会の中では申し上げたのですけれども、今、

５４％と言っているのが、最低かなと思っています。というのは、

２．４ｋｍとは言いながら、南中学校であれば歩いて通うことがで

きる生徒もおられて、あるいは、もしかしたら、心身に障がいを持

っている方もおられるかもしれませんし、そういう方にまで含め

て、歩くのが本来だから、というふうになっていきますと、南中学

校から転籍することに対して、負担になると思いますので、そうい

うことも考えれば、補助率はもう少し高くてもいいのかなと思いま

す。ただ、判断する材料がありませんので、最低、コミュニティバ

スの料金だけは行政が負担してください、というのが、市民に対し

て、最低としては説得しやすいと、私は考えています。 

 

分かりました。 

これに関しては、他の委員さんも、色々な意見があると思うので

すが、何かありますでしょうか。 

 

私も、山本職務代理者と同じ意見を持っております。どの率が妥

当なのかというのは、判断が難しいと思います。ただ、コミュニテ

ィバスを一つのベースとして考えたときに、５割を超えているとい

うあたり、これを最低ラインとして考えていったらどうかと。 

月曜日の意見交換会のなかで、同じような形で質問もございまし

た。それに対して、私のほうでお答えさせていただいたのは、原則、

歩いていただきたいとは言うものの、生徒にとって、距離が２倍、

３倍になったときに、非常に負担感で、学校に行ってからの授業や

学習に支障が出るという場合だったら、一定の交通方法を認めてい

かなければならない。保護者の負担という部分についても、考えて

いかなければならない。そのへんのところがどこか、というのは、

非常に迷うところなのです。 

それから、もう一点は、補助をできるだけ１００％にすればいい

かというと、歩く生徒もいるし、大原則は歩いていただきたいとい

うことがありますので、その分の積んだ費用を、教育の別の部分で

有効利用できないかというのも考えながらというところで、休校措

置といえども、生徒の発達、健全な育成面を考えたときに、体力増

強を考えたときに、これも一つのチャンスかなと、こんなふうにも

考えていますと、お叱りを受けると思いますが、とお断りをして、

説明をさせていただきました。私の学生時代の経験も踏まえなが
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ら、お話しさせていただきました。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

他には、よろしいでしょうか。 

 

今回、休校に伴うということで特例になっているのですけれど

も、これは、今、山本職務代理者がおっしゃったように、障がいや

特性を持ったお子さんがたくさんいらっしゃいます。それは、心的

なものであったり、身体のものであったりします。そういう場合、

ここで、半分くらいを検討と、最低ラインとお願いして、もし、そ

のように決まったら、福祉のほうで、金銭的な対象にはならないの

でしょうか。合算で。 

 

それは、今、南中学校に通われていて、円よりも外に住まわれて

いる生徒の方々の補助率を議論させていただいているのですけれ

ども、その、対象となる生徒の方々のなかで、原委員の言葉を借り

れば、特性を持っている方の、福祉的な側面での補助がありはしな

いかということですか。 

 

はい。プラスにならないかということです。 

 

それに関しましては、教育的側面というよりは、どちらかという

と福祉的な対応となってくるので、それは一旦、市長部局のほうで

検討の俎上に乗るのかと思いますので、この場では議論はさせてい

ただければと思うのですけれども、原委員がおっしゃったのは、そ

ういう特性を持った生徒のことを考えたならば、補助率はもう少し

高いほうがいいのではないかという意味合いですか。 

 

一応、最低ラインとして考えていくということでは同じ気持ちな

のですけれども、ご家庭とか、色々とやはり多様性があるので、色々

と考えていったときに、一律というのではなくて、そういう特性を

お持ちの場合は、福祉的な観点からも、何らかの金銭的な支援があ

るのかなと、ふと思ったのです。 

 

なるほど、分かりました。 

それに関しましては、この場では、教育的な観点で、原則徒歩で

あったりとか、コミュニティバスを利用できたならば補助率はこの

くらいであろう、という議論をさせていただきたいと思いますの
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で、教育的というよりも、どちらかというと福祉の観点にかかる場

合は、一旦、市長部局のほうで預からせていただければと思います。 

 

今までのお話を総合すると、一定、コミュニティバスに支払うで

あっただろう額は参考指標になると。片道が１１０円で往復が２２

０円。ただし、原則が徒歩なので、１００％というところまで補助

率を上げるのは、教育的観点からは適切ではないと考えていると。

であるならば、コミュニティバスをベースにした補助率５４％とい

うところを目安に、１００％にならない範囲の間で、あとは、予算

との議論になってくるかと思うので、この範囲に収まるように努力

するということで、一旦、予算を預かる市長部局に投げていただい

て、その後は議会の皆さんとの議論のなかで、最終的な補助率を決

定していくという形にさせていただけたらと思うのですけれども、

それでもよろしいでしょうか。 

 

補助率については、周りの市町村でもそのような決断があったの

で、いいと思っています。 

原委員がおっしゃった、特別に支援を要する生徒の話なのですけ

れども、はっきりと、生徒の中の区分けをするというのは、教育委

員会としては、すべきではないと考えています。もしかしたら、福

祉制度を利用するほどではなくても、この子を歩かせるのは難し

い、と思っておられる親がおられて、できたらバスで途中まででも

行けたら、と思っている親もおられますので、我々としてはそこま

でランク付けをすべきではなくて、親の立場として、これだけの負

担が必要ですよと言われたときに、その部分について、福祉と相談

をされることについては、親の判断でされるべきではないかと考え

ています。子ども自身を分けていく必要はないと思っています。 

ですから、一定の補助をするのがいいのではないかと思っていま

す。 

 

分かりました。 

そのご意見については、私としても預からせていただいて、関係

部署と共有を図らせていただきたいと思います。 

 

それでは、路線バスの補助に関しましては、対象範囲については、

四條畷中学校の一番遠いところまでを半径とする円を描いて、そこ

よりも外に住まれている地域の方。これは、他の中学校に通われて

いる生徒とのバランスを考えた場合に対象とするということです。
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そして、額についてはコミュニティバスを使えたなら、という一定

の指標をもとに、補助率５４％から、原則徒歩の考えから、１００％

に至らないまでの間で、検討していくということでよろしいでしょ

うか。 

 

（（異議なし）） 

 

今、路線バスの補助率に話が集中したところでいくと、アンケー

トの結果でも、基本的には電車よりも圧倒的にバスを使われる方が

多かったと思います。バスについての補助率は今のような考え方で

いかせてもらいましたが、電車については、補助率の考え方につい

て、どのような形でご議論をされてきたのでしょうか。 

 

当初、色々と案が出されたのですけれども、最終的に、結論とし

ては、バスと同じような補助率で、ということで考えています。こ

れは、例えば先ほどの資料でもあるように、電車の場合は値段が安

いですから、全額を補助するという考えもあろうかと思いますけれ

ども、そういう形にしますと、その運用をするところで、本来、そ

の目的のためにという以外の部分を考えるのではないかというの

もありますし、お互いに、補助率は同じにするほうがいいのではな

いかという意見が出されたと思います。 

 

他の委員さんはいかがですか。 

 

率は同じですが、金額になると、差が生まれると思うのです。 

ただ、いわゆる遠距離通学に対する補助というものは、文科省が

出している、中学生の距離、小学生の距離という制限から考えると、

はるかに短いということが事実だと思うのです。けれども、校区編

成というか、休校に伴う措置ということで、市として、教育委員会

としても、できる限りの補助をしていこうというのが、基本の考え

だと思います。 

他市と大阪府内でも、事務局で調べていただいて、やはり、補助

率は、市によって違うというのもあります。そういうなかで、四條

畷の教育委員会としては、どうするのかというところで、基本とな

るもの、これだから何％という明確なものがないというのも事実だ

と思います。そこで、一番考えられる、コミュニティバスの金額を

参考に出してきたというのが、現実だと思うのです。 

中学生としての制限距離のなかにも、教育長がおっしゃった体力
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づくりということも含めて、市民の皆さんにはお知らせをしておく

必要があると思います。制限距離よりも短いじゃないかという意味

ではなく、体力づくりという面でのことも、お知らせをする必要が

あるのではないかと思います。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

とは言っても、私が対象地域になったとして、保護者負担で、こ

の金額は出せないです。やっぱり、歩いていきなさい、ということ

になると思うのです。 

やはり、子どもたちからしたら、急に距離が長くなって、親も、

この金額は出せないから、となると、精神的な負担は増えるのでは

ないかと思います。なので、欲を言えば、補助率を上げていただき

たいということは思います。 

 

分かりました。１００％とはならない間のなかで、５４％から見

て、どの値に落ち着くかというところは、議論の余地があると思い

ます。吉田委員としては、高い補助率で運用されるほうが、子ども

の負担などを考えると、いいのではないかというご意見ですね。あ

りがとうございました。 

大村委員からもありましたとおり、私としても、使われる数が多

いであろうバスの補助率を先に設定して、それと同じような形で電

車を決めていくというのは、考え方としては筋が通っていると思い

ますので、特にこれといって、異を唱えるわけではありません。 

それでは、路線バスの補助率が決まれば、その補助率を電車に対

しても適用する、という考え方でよろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

 

それでは、補助率に関しては、以上です。 

先ほど事務局がまとめていただいた論点からいくと、他の方法、

自転車とスクールバスというのが、アンケートからは出てきていた

かと思います。意見交換では、両者は出なかったのですけれども、

アンケートでは出てきているご意見だと思います。 

そのうえで、自転車については、前回、基本的には方向性は一致

できたかと思っています。それはやはり、先ほど教育長からもあり

ましたけれども、安全性を一番に考えた場合に、また、原委員から

もあったように、事故は回避が不可能なものもあるという性質を考
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えた場合に、難しいのではないかということですけれども、この間、

アンケートで、さらに意見の追加がありましたけれども、自転車に

対する考え方で、追加しておくようなことがあれば、お伺いしたい

のですけれども。 

 

（（意見なし）） 

 

それでは、前回、皆さんがおっしゃっていたこと、私もそれに対

しては異を唱えるものではないので、自転車に関しては、認めるこ

とはしないという方向で、共有させていただければと思います。 

 

あともう一つが、いわゆる、路線バスではないバスについてです。

直接、四條畷中学校に向かうバスですね、スクールバスとも言いま

すけれども、これについては、アンケートでも、意見をしっかりと

いただいております。前回、この場でも少し、例えば南中学校と四

條畷中学校を使うという発想はどうなのか、という意見を、私とし

てはさせていただいたのですけれども、そのあたりについて、この

間の議論を、教育長から教えていただきたいのですが。 

 

先ず、スクールバスについての意見を、アンケートで書かれた方

の考え方も、色々とあると思うのです。ドア・トゥー・ドアという

か、自宅の最寄りのところにバス停を設けて、四條畷中学校まで、

という意見もアンケートのなかにありました。 

四條畷市内で、現南中学校の校区のなかでバスを走らせていくと

いったときに、本当に、そういったバス停を設置できるのかという、

色々なものがあろうかと思うのです。 

数人の意見というわけではなくて、アンケート結果のなかにも、

人数が出ておりますので、他にも、この後、これからの補助率等に

よって、どう変わっていくか分からない。そう考えたときに、非常

に困難ではないかということです。 

それから、費用面でも、これをずっと維持していくのは、非常に

高額になっていくのではないかと思います。 

シャトルバスについては、南中学校から四條畷中学校までをピス

トンで、というということですが、これも、先ほどのように、南中

学校の校区すべてを対象とすると、補助率の関係のなかで、何人が

乗ってくるのかという部分。それから、南中学校の北門を開ける人

的配置をして、そしてバスに乗せるという、それから、バスが効率

よくいくために、シャトルという形で、何往復かしていった間に、



22 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

そのへんのところが本当に効率的なのか、ということがありました

ので、教育委員会といたしましては、導入をしないということにな

った次第です。 

 

教育長からおっしゃっていただいたように、スクールバスは色々

な側面を抱えていますけれども、費用の面に関しては、一定、創意

工夫などによって削減できるものもあるでしょうし、費用を言い出

したら、他の制服等も同じことになってきますし、それだけをもっ

て、できないということは、私としてはできないと思っています。 

前回の総合教育会議の場で伺った意見のなかで、私が一番、そう

だなと思ったのは、子どもの視点に立ったときに、教育的観点から、

一部の生徒たちがスクールバスに乗っていて、歩いている生徒を追

い越していくと。それは、教育環境として適切なのか、というご意

見があったと思います。それに対しては、私も、そうだなと思いま

す。ただ、この意見が出た場合は、全部をスクールバスにしてしま

えばいいという考え方も出てくるのではないかと思いますが、それ

は、そもそも、原則徒歩論からいくと外れてしまいますので、成り

立たないと思います。それでいくと、スクールバスの導入は、難し

くなってくるということです。 

それから、教育長がおっしゃったとおり、アンケートの意見では、

停留所を新しく増やせばいいという発想が多いのかと思うのです

けれども、停留所の新設というのは、そう簡単にいくものではない

と私自身は思っていて、教育長も京阪バス等々と交渉していただい

たのだと思いますけれども、そういう意味でいくと、保護者の方々

がイメージされているスクールバスというのは、想像しやすいもの

であっても、実際に導入することは、困難さと、あともう一つ、教

育的配慮でもよくないのではないかという意味で、私自身は、一定

は納得をしていたのですけれども、この考え方でいいのか、それと

も、また別の観点があれば教えていただきたいと思います。 

 

（（意見なし）） 

 

大丈夫でしょうか。今の考え方で網羅されていますか。 

これまで、一貫して、制服であったり、安全対策であったり、原

則徒歩であったりというところも、全部、生徒の視点に立って、教

育的観点でどうか、という考え方できているので、これだけ、行政

側の運用が難しいから、という理由は、私は成り立たないと思って

いるのです。難しくても、できるのであればやるべきだと思います。 
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ただ、今おっしゃっていたような理由で難しいというのであれ

ば、それは、これまでの視点と統一的な考え方ですし、一定、納得

できる理由なので、私としては、異を唱えるものではないと思いま

す。教育委員会の方々がそのように判断をしたのであれば、導入し

ないということで、いいと私は思います。 

 

スクールバスの導入に対して、今、市長に復唱していただいたと

思うのですけれども、前回の総合教育会議のなかで申し上げたとお

り、それに乗った生徒が四條畷中学校に向かっているときに、歩い

ている生徒がいるという光景を思いますと、これは果たして、教育

的な効果なのかということが、一番、懸念するところです。 

些細なことですけれども、私も昔、砂に住んでいて、南小学校の

ところに中学校がありまして、今の四條畷中学校に変わったとき

に、砂地区、あるいは楠公地区、雁屋地区は全員、歩きなさいとい

うことになりました。蔀屋地区だけは自転車が許可されていまし

て、ヘルメットを被って自転車で通う友達を見ながら通学したとい

う、苦い経験も思い出します。やがて自転車を使う人は少なくなっ

てきましたけれども、バスになりますと、これはまた、心的な部分

でいかがなものかと思います。 

路線バスを使った場合ですと、これは一定の距離を乗車して、ま

た歩きますので、休校の措置ということで一定の納得ができるので

はないかと思います。以上です。 

 

分かりました。 

他の委員さんから、何かあると思いますけれども、いかがですか。 

 

四條畷中学校までのスクールバスとなると、行きはいいとして

も、帰りの時間は、クラブ活動でばらばらに帰るということは、以

前に言わせていただいたと思いますけれども、あの人たちがバス組

だとか、そういうふうに見て、それが、いじめの対象だとか、せっ

かく一つの学校としてやっていこうとしているところで、そういう

隔たりが出てきてしまうのではないかということを、少し考えまし

た。 

 

ありがとうございます。 

たしか、前回おっしゃっていたのは、これまでは、下校時間がず

れるとは言え、少しずつずれるから、連なって帰れるという効果が

あったが、バスになると一気に移動して、ぽつんと帰る生徒が現れ
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てしまうのではないかという懸念もいただいていたと思うのです

が、たしかに、それも本当に、私としてはおっしゃるとおりだなと

思います。 

スクールバス組だ、ということに、実際になるかどうかは別です

けれども、可能性はあるだろうということですね。 

他には、いかがですか。 

 

（（意見なし）） 

 

それでは、自転車とスクールバスの議論については、原則徒歩と、

路線バスと、電車という方法を基準にするので、自転車とスクール

バスについては認めないということで、共有させていただければと

思います。 

 

それから、整理すべき議題が４点あったなかの最後、校区につい

てなのですけれども、これについては、アンケートと意見交換会で

もご意見がありました。特に多いのは、米崎に住んでいる方が、中

野新町が西中学校に行けるのだったら、私たちが何故、行けないの

かというご意見です。近接性というのならば、米崎も近接なのでは

ないかと。そういった意見があったのですけれども、前回の時には

継続審議で終わっています。私としては認めていいのではないかと

いう立場なのですが、教育委員会としては、そうではないという立

場でした。ここについて、この間、議論があったら、その内容を教

えていただきたいのですけれども。 

 

我々の意見は、前回の繰り返しになるのですけれども、基本的な

考え方は、四條畷全域をオープンにして、選択性にするのであれば、

全く問題外なのですけれども、そうではないのであれば、きちんと、

二小一中で校区を作るべきだと考えます。 

線引きというのは、今の通学区域の問題、遠距離化の問題もあり

ますけれども、どこかで線を引けば必ず隣がありますので、その部

分については、ある一定、合理的なところで、かつ、一番、例外の

少ないところで線を引くべきだと考えます。それについては、従前

の教育環境整備計画の中で、計画を作った際の議論をし尽くして、

こういうものが出てきたのかなと思いますので、中野新町について

だけは、特例として認めると。他のところについては、認めるべき

ではないと考えます。 

特に、今回のことについてであればいいのですけれども、これを、
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今回のことで認めていきますと、後で、南中学校が３年後にどうな

るかというときに、同じ議論をしなければいけなくなりますので、

やはり、きちんと線を引くべきだと思います。 

 

原則、二小一中という考え方を維持していく場合は、どこかで線

を引かなければならないということで、とは言え、中野新町だけは、

原則、四條畷中学校だけれども、西中学校も認めるということで、

一番、例外が少ない形で、と。そういうことをおっしゃったのかと

思います。 

ただ、これに関しては、やはり非常に難しい問題だと思っている

のは、であるならば、特例は無いほうがいいのではないかと思うの

です。もし、原則をしっかりと打ち出していくのであれば。 

何故、特例にあたるのが中野新町だけなのかというところを、塚

米や楠公の方に、しっかりと説明できないと、特例感が出すぎてし

まうのではないかというのが、私の懸念です。これは、アンケート

や意見交換を通じて、多かったというよりも切実な方が多かったと

いう印象ですけれども、受けている思いではあります。 

ここについては、校区について決める機関は教育委員会なので、

私がどうこうと言うことではないのですけれども、とは言え、やは

り、意見交換を全部やってきたというなかで、自治会のなかで二つ

の中学校に行くことは喜ばしいことではないという意見がありま

した。塚米、楠公については公共交通機関があります、とか、色々

なご意見があったかと思います。 

明確に言い切るのは難しいのではないかというのが正直なとこ

ろですけれども、一番は、やはり、米崎の方々ですね。西中学校が

近く、本当に間近にあると。道を挟んで向こうに住んでいる、中野

新町の生徒たちは西中学校に行ける。何故、我々にも、柔軟な対応

をしてくれないのか、と。休校に伴う過渡期の措置というのであれ

ば、柔軟な対応を認めていただきたいという思いは、私は適切なご

意見かと思うのですけれども、何か、他の委員さんからご意見があ

ればと思いますが。 

 

これを進めるにあたって、これまで、適正審議会を開いたり、あ

るいは、その前に、市民との意見交換会があったりしたと思います。

私が現場にいるときに、最初に出された案というのが、非常にざっ

くりとした案でございました。国道１６３号とＪＲの路線で割って

いくのだというような形の案だったと記憶しています。 

それから何ヶ月か、あるいは１年経った後で、このような形の線
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引きがされた。そこに至るまでには、それぞれの担当者、あるいは、

当時の教育委員会の人たちが地域に回って、市長がおっしゃったよ

うに、自治会のこととか、育成会のことを話しました。特に育成会

については、私も、平成１７年度に同じようなことをやっておりま

すが、非常に反発が強かったのは育成会です。組織が分断されて、

成立しないということです。 

ただ、そうは言っても、明確に言い切ってしまうことがなかなか

できないのが、校区割りだと思います。そのなかで残ったのが中野

新町ということです。中野新町は、本当に、すぐ近くに西中学校が

ありますので、意見が強かったのだと思います。それ以外にも、何

かの理由があったのかもしれませんが。 

その南にある米崎町のところも、たしかに、西中学校に近いです。

これが、今、出てきた、休校に伴う措置で柔軟な対応を、というこ

となら分かるのですけれども、これは、平成２７年度の時から、地

域に説明をしていったなかで、こういう形でご協力をお願いします

となって、平成２８年度で、すでにご協力をいただいている方もお

られるわけで、平成２９年度についても、同じような形で、ご協力

をいただいている方がおられると。 

アンケートでもたしかに、そのような声もありました。これまで

の意見交換会のなかでも、それは伺っております。７月２４日の意

見交換会は、聞かせていただきたいという思いはあったのですけれ

ども、たまたま、大きくは意見が出てきませんでした。会が終わっ

てから、お一人あったとは聞いておりますが。 

もともとの計画は、より良い教育環境を、と考えたときに、同じ

小学校から同じ中学校に行こうという形で、今、現に、小中学校が

取組みを進めてきているなかで、あるいは、教育課程のなかにまで

入り込んで、例えば、同じ教材を使いましょうとか、あるいは、指

導方法についても交換しあって、という形でさせていただいていま

す。 

事実、こういう考え方を進めてきたなかで、本市の教育環境はず

いぶん良くなってきたと思っております。特に、小学校においては、

これまで成績が芳しくなかったのが、右肩上がりで上がってきてい

ると。これは、小小連携、小中連携を進めてきた結果だと思います。

より良い教育環境を作るということによって、さらに、そのことが

進んでいくのではないかと思うのですが、そこに、一部、希望制と

いうか、選択性を与えることによって、果たしてそれはどうなのか

と、危惧するところです。 

これまでの経過を踏まえますと、何かを変えようとしたときに
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は、意見が分かれるのは世の常です。教育委員会としては、この計

画で進めていくという方針を決めた限りは、休校に伴ってというこ

とではありますけれども、この線引きを堅持していきたいと考えて

おります。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

今、教育長がおっしゃったように、一昨日の意見交換会の、全体

の質疑の場では意見が出なかったのですけれども、出なかったから

といって意見がないということではなく、アンケートや、これまで

の意見交換会では出ていましたので、一昨日の意見交換会で意見が

なかったから、ない、とは私は言えないですし、これまでの経過は

とても大事ですし、積み上げてきた議論を大切にしていきたいと思

うものの、それを固持してしまうと何も変えようがないということ

になります。変化できません。 

私が常々、申し上げているのは、議論してきた過程や中身につい

ては大事にするけれども、それをもって、結論まで何も変えないと

なってしまうと、何も変わらないことになってしまいます。それは、

私は違うと思います。 

そのうえで、そこまで、小小連携や小中連携を教育長が力説され

ているにもかかわらず、中野新町を認めるというのは、保護者から

したら、何故なのか、となるはずですね。そこまで強く連携を訴え

るのであれば、何故、中野新町は認めるのですか。論理として、こ

れに明確に答えなければならない。そこまで強く連携をおっしゃる

のならば。やはり、不公平感が非常に強いかと思います。 

補助の考え方は、そこで線はできますけれども、論理としては明

確ですよね。「四條畷中学校の、一番遠い方よりも遠いから」とい

うことで。「そうか」となりますね。 

「米崎、楠公地区に柔軟な対応を認めないのは、二小一中の連携

が大事だからだ。でも、中野新町は認めます」となったら、論理が

どこにあるのかと、疑問に思うはずです。 

自治会の連携、育成会が大事というのであれば、「それだったら

中野新町も二つに分かれるのではないですか」と聞かれたときに、

どう答えるのでしょうか。今日一日、議論させていただいたものは、

すべて明確な答えがありますが、ここに関しては、私は、常々、弱

いと思っています。 

かといって、教育委員会の皆さんが、それでも、この結論だとい

うのならば、私は何もできないですけれども、そこに関して、委員

の皆さんがどう思われているのかというのは、私は聞いておきたい
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と思います。山本職務代理者は、最初におっしゃっていただいたよ

うに、これまでに色々な地域でお話をしてきたなかで、特例がある

とはいえ、一番少ない形で、ここにおさまったということだったと

思うのですけれども、もしよかったら、他の委員さんからもお考え

をお聞きしたいと思います。 

 

少し、よろしいですか。 

私も、市長と同じで、きれいに決めたらいいと思うのです。たし

かに、何故ここだけが、ということは思っていました。その時に、

教育委員会の議論のなかでも、自由通学制にするのだったら、全部、

自由選択にしてもいいのではないですか、と言ったことがありまし

た。私が来たときには、すでに、校区再編の問題が俎上に乗ってい

ましたので、そのことの議論がその場ではできなかったのですけれ

ども。 

本当は、ねじれを解消するためには、そういうふうに、きれいに

すべきだったと思っています。ただ、ねじれの解消については、教

育委員会が、来年度からねじれを解消しますという形で、色々な反

対があるなかで、進行できる状況ではなかったのです。色々なねじ

れを解消するなかで、教育委員会と事務局を中心に、育成会を全部

回っていって、その意向を確認し、一つひとつなくしていって、最

終的に残ったのが中野新町であって、中野新町については、教育委

員会の意向を分かりながら、やはり、現実の、間近の生徒たちのこ

とを考えたら、という意見が強くあって、例外中の例外になったと

いうふうに思っています。 

 

ありがとうございます。他の委員さんから、ご意見はありますか。 

 

私のなかでは、中野新町よりも塚米のほうが、バスを利用しやす

いという位置関係にあるということで、四條畷中学校に行くという

ふうに理解しています。中野新町は、バスを利用するにしても、電

車を利用するにしても、中途半端な位置にあるという認識です。 

 

たしかに、それも理由の一つに挙げられているのですけれども、

難しいですよね。やはり、教育委員会として、原則徒歩だとおっし

ゃっているなかで、「バスを利用しやすいから」という理由で答え

てしまうと、原則の部分にアプローチする形になっているので、な

かなか、それをもって、保護者の方に「そうだな」と思ってもらう

のは、その理由だけでは難しいかもしれません。複合的な中の一つ
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だとは思うのですけれども。 

 

このへんのところが説明になるかは分からないのですけれども、

他市でも校区を再編しようとしたら、常に起こってくる問題だと思

います。線引きをしていかなければならないときに、こちらですぐ

近くの生徒は行けているのに、こちらは行けないと。そのへんのと

ころを言っていったら、どんどん下へおりていったりしますので。 

だからということで、一時、校区自由化論が沸き起こったときも

あったのです。それならもう、校区を取り払おうじゃないかと。特

色を出して、新しい学校も作っていこうと。そんな考えも、ありま

した。近隣の市でも、同じような形で実施したところが、ありまし

た。しかし、どうしても、人気校とそうでない学校ができまして、

結局、今は、破綻とまではいっていないですが、見直しをせざるを

えない状況になっています。 

自由と選択とはまた違うのですが、今回の場合は自由化ではない

のですけれども、指定校変更制ということで、同じようなことだと

思うのです。我々が進めようとしているなかにあって、ここで、こ

れを変えることが、これまで進めてきた教育環境整備のなかで、果

たして本当に正しい方法なのかと。 

たしかに、中野新町のところは残されています。これは、色々な

経過のなかで、どうしても残ってしまったということであろうと思

います。地図を見れば、中野新町は本当に西中学校に近いところで

す。その南に米崎町があります。そこは、理解できないことではな

いとは思うのですけれども、全体的な今後のバランスを考えたなか

で、西中学校のキャパシティのこと、それから、四條畷中学校のこ

とを考えたら、どうしても中野新町だけが残ってしまったと。あま

りにも近いところであるということで、指定校変更ができるという

地区になったのではないかと、そのように私は理解しているのです

けれども。それでは、米崎町の方々が納得できないとおっしゃった

ら、そのとおりなのですけれども、根底に、同じところで学んだ子

どもたちが、できるだけ同じ学校に行ってもらいたいと。中野新町

も同じように、そうしていってもらいたいという思いは同じなので

す。でも、実際に今、南中学校の生徒たちで、西中学校を選ぶとい

くう生徒たちは、非常に少ない。そういうアンケートの結果も、つ

ながりを考えて、どうなのかと、希望を取られていると聞いていま

す。 

 

教育長がおっしゃっていることも、非常によく分かります。別に、
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全否定しているわけではないのですけれども、線を引いたら内と外

で違いが出てくると。これは当然であって、そこに対して不満があ

るというのは、私は当然だと思っています。 

でも、例えば、路線バスの話だったら、線を引く場所というのは、

明確な基準がありました。制服に関しては、１４種類どこでも線は

引けなかったから、全部にしました。それぞれ、今日、話し合った

ものは全部、線に対しての理屈があるわけです。 

ただ、この中野新町に関してだけは、過去の経緯とか、全体のバ

ランスとかいうことで理屈になってしまうというのは、これはやは

り難しいというのが、私の感想ではあるのです。けれども、これに

関しては、教育委員会の皆さんが決定することなので、ここの話し

合いの場でも、皆さんのお気持ちがそのままであるならば、私とし

ては、何かをするということはできないものなので、それはそれで

構わないのですけれども、今日、これを決定した後、塚米や楠公地

区の方からは、「何故なのか」という声が挙がることは、当然、理

屈としてはありえます。 

他のすべてのことに関しては、今日、議論し合ったので、明快な

説明ができますけれども、ここに関しては複雑かと思うので、教育

委員会として、事務局の方と一体となって、何故、西中学校への指

定校変更を認めなかったのかというところの説明責任は、教育委員

会で果たしていただきたいと思います。私は、認めたほうがいいと

いう考えなのですけれども、それが受け入れられないのであれば、

説明責任は、教育委員会に果たしていただきたいということを、強

く申し述べさせていただいて、校区のことについては、中野新町だ

けを認めるということで、今日の議論は終わらせていただけたらと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

 

ありがとうございます。これで、事務局から整理していただいた

４つの観点、遠距離化にかかることについては議論させていただい

たと思います。委員さんの中で、追加しておきたいことがあれば、

先にお伺いしておきたいと思うのですが。 

 

（（意見なし）） 

 

それでは、南中学校の休校にかかる諸課題についてのお話は、こ

こまでにさせていただきたいと思います。 
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今日、南中学校の休校に伴う諸課題について、大きく３点、ご議

論いただきました。７月の前回会議を踏まえまして、一定、整理を

させていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

まず、１点めの、制服の取扱いにつきましては、１４種類すべて

について、可能な限り全額を補助していくという方向で、決定させ

ていただきます。ただし、これについては、先般の意見交換会のな

かで、運用面等について、学校での周知啓発が一部、弱かったとこ

ろもありますので、周知を徹底していくということと、費用につい

ては、９月の市議会定例議会のなかで、その予算を上程していく。

また、この内容については、夏服も含まれていますので、取扱いに

つきましては、２か年を踏まえた予算上程をさせていただくことを

考えております。 

２点め、安全対策についてでございます。安全対策については、

過去の経過から、保護者や学校に意見徴収を行いながら、整理を進

めさせていただきました。防犯カメラ、人的配置、グリーンベルト

化、この３点を取り上げまして、進めさせていただきます。 

防犯カメラにつきましては、関係機関との協議、調整が必要です

ので、今後、詳細については詰めていきますけれども、大きく１５

箇所の防犯カメラを設置。人的配置につきましては、固定型だけで

はなく、流動型といいますか、動きながらという管理ということで、

４人。それと、路面標示につきましても、一部実施をさせていただ

くということでございます。この内容につきましても、先ほどと同

様、学校からの周知啓発を徹底していく。また、先ほどと同様、こ

れに関連する予算等については、９月の市議会定例議会のなかで、

補正予算として上程していくということでございます。 

最後に、遠距離化対策についてでございます。４点ございます。 

１つめは、方法について。これは、過去の議論の経過を踏まえな

がら、原則徒歩ということで、市域全体のバランス、また、心身の

育み等を考えまして決定いたしました。 

２つめは、遠距離化に伴う交通方法の選択肢についてでございま

す。自転車、スクールバス、電車、路線バスということで、大きく

４つの手段があります。スクールバスについては、シャトルバスも

ございます。 

自転車については、昨今の事故等に鑑み不可とし、スクールバス、
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シャトルバスについては、安全性は高いですけれども、教育的視点、

バスに乗っている生徒と乗っていない生徒の心身の状況を踏まえ、

かつ、バス停の設定、また、時間を要すること、原則徒歩であると

いう観点を踏まえまして、これらについては、不可とさせていただ

きます。また、朝、昼、晩の時間帯についても、対応が難しいとい

う観点を踏まえての判断でございます。 

電車につきましては、安全性が高く、子どもたちを運ぶ本数を満

たしており、また、学校運営上も対応可能ということで、これにつ

いては、認めていく方向で結論づけました。 

路線バスにつきましても、電車同様、安全性について一定、担保

ができており、本数について、朝、昼、晩を満たしているというこ

と、かつ、学校運営上において対応可能ということで、これについ

ても認めていくということでございます。 

その前提として、対象地域、これは、当初、鉄道駅を機軸に交通

方法の追加を認めておりましたけれども、本日の会議で、現在は、

鉄道、路線バスを可としたことから、現南中学校校区地域内の生徒

を対象とし、ただし、補助対象につきましては、現四條畷中学校の

区域のなかで、一番、遠距離の地域を越えた地域、南野一丁目、二

丁目、四丁目、楠公一丁目、二丁目、米崎町、塚脇町、中野新町に

ついては、対象としていくということでございます。 

最後に、校区についてでございます。中野新町のみ、西中学校と

の近接性、また、路線バス、鉄道駅が使いにくいという状況のなか、

やむを得ず、校区については、指定校変更を認めていくということ

でございます。ただ、市長のほうから、その考え方について疑問を

呈されております。米崎、楠公地区については、教育委員会のもと、

説明責任を果たしていくということでございます。 

以上、本日の議論、また、前回の議論を踏まえましての、内容で

ございます。よろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

 

それでは、本日、市長からご提案いただきました、２点めの案件

で、教育大綱についてということでございます。 

教育大綱については、教育委員会の事業、また、市長部局の事業

もございますので、それぞれの担当部局より、内容を説明させてい

ただきたいと考えております。 

先ず、教育委員会の事業内容等の変更を含めまして、改訂の過程

も含めて、阪本教育総務課長よりご説明申し上げます。 
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それでは、本市の教育の大綱である教育振興ビジョンの改訂内容

をご説明させていただきます。 

本教育振興ビジョンは、平成２６年３月に平成２６年度から３２

年度までの四條畷市の教育のビジョンとして策定し、平成２７年４

月１日に施行された、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

規定する教育の大綱として、同年４月に開催された第１回総合教育

会議において位置付けられました。 

今回の改訂は、東市長、森田教育長が就任されてから初めての改

訂にあたること、また、平成３２年度に学習指導要領が大幅に改訂

されることを踏まえ、改めて内容、年度に伴う表記の変更等を含め、

見直しを行ったものであります。 

では、教育委員会での主な改訂点をご説明いたします。 

先ず１３ページをご覧ください。「読書活動の拡充」になります。

以前では、図書館主催のビブリオバトルを掲載しておりましたが、

今回、生徒が読書を通して、表現力、コミュニケーション力の醸成

につながるよう、中学校と市立図書館の連携のもと、ビブリオバト

ル中学生大会を開催することにより、表記を変更いたしました。 

次に、１５ページをご覧ください。英語教育の推進でございます。 

小中学校の英語教育担当職員の指導力向上を掲げ、授業改善推進

リーダーを中心に、中学校の英語の授業を改善するとともに、実施

体制として英語教育担当教員連絡会を開催し、小学校英語教育担当

職員、中学校英語科教員、ＡＬＴによる実践を通して研究協議を行

い、小中学校で連携しながら一貫した英語教育を推進と記載し、ま

た、子どもたちのめざす姿として小学校６か年で習得する英語力、

英検５級相当に加え、中学校卒業時での目標、英検３級相当を追加

しました。 

次に５１ページから５４ページでございます。 

まずは、５１ページの、ひとづくりはまちづくりプロジェクトで

す。教育環境整備計画の推進では、教育環境整備計画の策定から平

成２８年度までの経過及び平成２９年１月２５日、３月１日の総合

教育会議により、本市の教育環境整備の今後の方向性や、教育環境

整備計画の一部修正への方針から、その経過及び現在、決定してい

る事項などを記載し、１ページを追加いたしました。 

５３ページでは、今後の教育環境整備計画の推進スケジュール内

に平成２９年度当初、５,０００人に行った教育整備に関するアン

ケート、平成３０年度に予定している南中学校敷地内の活断層調

査、平成２９年、３０年度に行われる公共建築物状況調査（劣化調
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査）の結果を踏まえ、今後小学校の再編等の検討を追記いたしまし

た。 

また、５４ページにつきましても同様に、教育施設別検討方針の

修正を行っております。 

なお、本日の午前中の教育委員会定例会におきまして、教育環境

整備計画の趣旨が分かりにくいというご意見が、教育委員から出て

おります。教育委員会としましては、教育環境整備計画の趣旨につ

いてのページを追加したいと考えております。 

改正の概要は以上でございます。 

 

続きまして、市長部局の変更について、板谷企画調整課長より説

明させていただきます。 

 

企画調整課から、市長部局が所管する部分の改訂内容を説明させ

ていただきます。 

今回の改訂は、先ほどもありましたが、東市長の就任後、初の改

訂にあたること、また、平成２６年度の策定以降、就学前教育を含

む子育て支援等の分野において、ビジョンを踏まえた各種の取組み

が進展しつつある現状を踏まえ、諸般の改訂、見直しを行ったもの

でございます。 

まず、２５ページをご覧ください。本年度から、四條畷あおぞら

幼稚園と忍ケ丘保育所を統合し、忍ケ丘あおぞらこども園として、

教育と保育の一体的な実施と、地域に向けた子育て支援に取り組ん

でおります。そのことから、記載内容を認定こども園に合わせ修正

を行っております。 

本市のこども園では、市立認定こども園の教育・保育の特色とし

て、子どもの情操、感情を育み、より良く生きる力を培う取組み、

子どもの興味、関心を起点とした、主体的、対話的で深い学びに向

かう教育・保育、心身のバランスを培う取組み、子育て支援拠点と

しての取組み、教育・保育の可視化とその発信などを実施しており

ます。 

なかでも、自分を表現する力、困難な状況やストレスからの回復

力など、生きる力を身につけるためのファンフレンズや、遊びや生

活、身近な自然のなかで、子どもの興味や関心を引き出し、子ども

主体の協同的な学びにつなげるプロジェクト型保育、色々な活動や

運動を動機づけるため、様々なブースを作り、選択を促すことで子

どもの主体性を育むコーナー保育、また、それらの活動や生活のな

かにある子どもの育ちや学びを記録し、可視化するドキュメンテー
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ションなどは、非常に特徴的な取組みであり、これらの効果を民間

の保育園や幼稚園にも広く伝え、認定こども園への円滑な移行を支

援することが、市立認定こども園の役割の１つとして、位置付けて

おります。 

２６ページについては、忍ケ丘あおぞらこども園の開園に伴いま

して、教育と保育の相互の交流など、新たな乳幼児教育・保育の方

針ということで、四條畷市乳幼児教育保育アクションプランを策定

した旨を記載しております。今後は本プランに基づき、公立、私立

を超えた保幼こ小中の学びの接続を推進してまいります。 

次に、２７ページでございます。東市長が掲げる、どこよりも安

心して子育てができるまちづくりを趣旨に、独自の横断的、包括的

な子育て支援策を導くため、本年度に設置した、子育て支援プロジ

ェクトチームの構成と取組み内容を追加しております。 

今後は、本プロジェクトチームを中心に、子育て支援にかかる明

確な目標設定、系統立てた具体的施策の検討、必要な関係部局及び

関係団体等との調整、施策の具体的なプロモーション方法の設定、

施策とプロモーションを連動させた行動計画の策定などを行って

いく予定しております。 

２８ページから３２ページについては、子ども・子育て支援に向

けた環境整備として、子ども・子育て支援事業計画のなかから、教

育と連携を図るべき８つの施策を抽出しております。 

大きな変更点としては、児童の通学路の安全を確保するための通

学路交通安全プログラムや道路のグリーンベルトなど、これまでの

道路環境整備の経過を勘案し、基本目標の４番、こどもが安心・安

全にくらせるまちづくりの分野に、「安心して外出できる環境の整

備」を追加しました。 

最後に、４２ページでございます。平成２６年１１月施行のま

ち・ひと・しごと創生法に基づき、本市の地方創生の取組みの１つ

として、昨年度から、「四方よしモデル」と名付け、砂栽培野菜を

中心とした食育の推進や就労困難者支援、地元農産物のブランド化

に取り組んでいることから、その内容を追加しております。 

今後も、給食センター敷地内にあるユニバーサル農園ハウスを中

心に、学校給食との連携を通じた食育の推進や地域活性化を進めて

いく予定でございます。 

市長部局からの改訂の概要は、以上のとおりです。 

 

事務局から、教育大綱について説明がありました。 

午前中にも、ご議論いただいたということなのですけれども、委
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員の方々から何かございましたら、お願いします。 

なさそうであれば、私からいくつか申し上げたいと思っているこ

とがあります。 

 

全体として、おそらく、教育振興ビジョン（教育大綱）について

は、毎年のように改訂を積み重ねてこられているというのがあるの

で、私も、一市民として、市長になる前に、この教育振興ビジョン

を読んだときの最初の感想が、非常に個性豊かなページになってい

るなというのが、第一印象です。教育振興ビジョンという、統一さ

れたなかのものであれば、一定、フォーマットなどは、もう少し統

一感があったほうが、市民の方が読まれたときに、ご理解いただき

やすいのかなというところで、これは、中身のことではないのです

けれども、強く思ったところです。一ページ一ページは、見ていて

とても分かりやすいつくりになっているのですけれども、全体を通

して、より見やすい形にしていけたらいいなと思っています。 

その形でいきますと、２ページに理念と目標ということで、大前

提として掲げる理念、そして、達成していかなければならない目標

が書かれています。ここで、２ページから３ページに移ったときに、

色々あるのですけれども、理念が書いてあって目標、というのは、

すごくいいのかなと思いますけれども、下に列挙されている、「学

力の向上」から「ひとづくりはまちづくりプロジェクト」等々、ど

れが、どの目標に対して向かっているのだというところが、もう少

し分かるといいのかなと思っています。あまりに列挙されている

と、結局、どれがどれなのか、となってしまいます。理念があって

目標があって、３ページに理念と目標が書いてあって、４ページに

は学力の向上の基本方針があって、５ページには柱というものが出

てきます。色々な柱や方針、目標、理念というものが連続して出て

きますので、一ページ一ページは素晴らしい内容になっていると思

うのですけれども、通読したときに、市民の方に、もっと読んでい

ただきやすい形に、もう少し整理させていくことができるのかなと

思っています。 

それに関しては、中身の変更を伴うものではないので、今回はこ

のままでいいと私は思うのですけれども、次回、平成３０年度版を

作っていくにあたっては、方向性を決めて、きれいにしていけたら

いいと思っています。 

私としては、中身については事前に読ませていただいているなか

で、特段これといった意見はないのですけれども、委員さんから何

かございますでしょうか。 
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市長がおっしゃるように、３ページに理念と目標があって、学力

の向上の基本方針と、あっちに行ったり、こっちに行ったりという

ことがあって、このへんは次の改訂のときに整理していきたいなと

思います。 

それから、特に、学力の向上についての３ヶ年計画は今年度で終

わりますので、平成３０年度から、新たな３期の学力向上計画に移

っていきますので、このへんは、大きく変わっていくだろうと思い

ますので、３０年度に向けて整理させていただきたいと思います。 

 

他に、委員さんのなかで、この場でご意見がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

毎年、申し上げているのですが、３９ページにあります、ガスコ

ージェネレーション設備や太陽光パネルによって、電気代や光熱費

の削減ができているということです。これについては、できれば、

他の予算に持っていくのではなくて、給食センター等をさらに充実

させるような部分に流用していただけたら、ありがたいということ

を、毎年お願いしております。何年かは、していただけたと思うの

ですけれども、全額とは申しませんが、努力をしている部署はここ

ですので、努力によって、ある一定、他の部分が潤うという形にし

ていただけると、ありがたいなと思います。 

 

ここの施設のなかの努力によって削減された効果であるので、そ

れは一定、還元されるような形で、ということですね。 

 

教育の推進であるとか、そういうところに持っていっていただけ

たら、ありがたいと思います。 

 

分かりました。他に、ございませんでしょうか。 

 

教育振興ビジョンは、四條畷には、私が教育委員をさせていただ

くことになったときにも、こういう形のものがまったくありません

でした。そして、教育のめざすものという大きなものができて、毎

年のように積み重ねて、これだけのものを、少ない教育委員会事務

局のメンバーで作り上げてもらえたということで、他市にもお見せ

できるようなものを作っていただいたということに対して、本当

に、とても嬉しく、誇りに思っています。宣伝をしたいと思ってい
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ます。 

この形になったときに私は、最初というか、四條畷市の教育とい

うあたりが、たしかに羅列的であって、誰に見せる冊子ですかとお

伺いしたことがあるのですけれども、色々な形で、作り上げていく

ときには皆の思いが詰まっているのだと受け取って、見させていた

だいております。 

今回も、カットされた部分は少なく、ほとんど追加されてきてい

るというところも、素晴らしいと思いますし、大変だったなという

ことで、感謝しています。出来上がったものを、出来上がったまま

で置いておくのではなくて、市長や、色々な方が、外に向かって発

信していただけたらと思います。 

また、今、来年度に向けて、いい形で、と言っていただけたのも

嬉しく思います。よろしくお願いします。 

それから、言葉というか文字だと思うのですけれども、２６ペー

ジの「幼保こ小中の学びの接続」という部分について、この、ひら

がなの「こ」は何ですか。 

 

こども園の「こ」ですね。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

大村委員がおっしゃったとおり、色々な思いが詰まったもので、

内容も充実しているという、その点に関しては私も本当にそう思い

ます。だからこそ、私としては、市民の方に知ってもらいたいとい

う思いがあるので、その点で、より見やすくなればいいなと感じま

した。 

 

今のようなお話からすると、すごく程度の低い話になってしまう

のですが、１ページの、こんなことをこの場で言うのも何なのです

が、策定の趣旨の二段落めの行頭に読点があるので、これはなくし

ておいていただきたいと思います。 

 

他には、よろしいでしょうか。 

 

（（意見なし）） 

 

それでは、教育大綱（教育振興ビジョン）については、このあた

りにさせていただければと思います。 
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全体を通して、他に、付け加えていただくことなどがあればと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

今、教育振興ビジョン、教育大綱についてご議論いただきました。

これについては、本日をもって、ご議論いただいた内容を踏まえて、

決裁過程に入ってまいりたいと思います。 

修正点は、今回、午前中の教育委員会定例会でご議論いただきま

して、５１ページの教育環境整備計画の推進についてですが、具体

策の記載ですので、その前段に、この計画の趣旨を追加するという

ことで確認をいたしました。 

また、この教育振興ビジョン、教育大綱を、より分かりやすく、

浸透しやすくという観点を踏まえ、大綱全体を通じた枠組みについ

て、翌年以降に一定の整理をさせていただくということで、カテゴ

リごとについても整理をしていく。とりわけ、理念、目標、これら

を見据えた整理をしていくということで確認をいたしました。 

なお、この推進にあたりましては、より発信していく、それを受

けて実践していくということで、教育長と市長が意見交換をしてい

たということでございます。 

併せて、給食センターのガスコージェネレーションの省エネ効果

については、関連の費用に流用していくというご提案をいただいた

ところでございます。 

 

引き続きまして、先ほど、南中学校の休校に伴う整理をさせてい

ただいたのですけれども、一点、欠けておりました。通学方法の補

助対象地域については、整理をさせていただきましたが、補助額に

ついては整理しておりませんでした。 

市との関連が高いコミュニティバスの費用負担等を参考に、５

４％ということで、教育委員会のほうで整理をいただきました。こ

れを上回るような形で、市長が預かって検討していく、かつ、９月

の市議会定例議会に上程をしていくということでございます。以上

です。 

 

ありがとうございます。 

５１ページに変更があるのであれば、５２ページのところに、今

日の総合教育会議の内容を載せておいてほしいと思うのですが、委

員の皆様、いかがですか。５２ページのところは、７月４日の総合

教育会議までで途切れているのですけれども、それならば今日のこ

とも入れておいたほうがいいと思います。 
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そうですね。 

 

少し、事務局に負担をかけますけれども、５１ページを変更する

のであれば、５２ページも変えていただけたらと思います。 

 

努力いたします。 

 

他に、何か委員さんの中からご意見があれば。 

 

（（意見なし）） 

 

それでは、以上です。 

 

最後に、今後のスケジュールについて確認させていただきます。 

本日の総合教育会議での意見交換の結果につきましては、書面で

の郵送をもって、速やかに保護者の方々へお知らせをさせていただ

きます。現在、夏休み期間中ということもございますので、そのよ

うな対応をさせていただきたいと思っております。 

それと併せまして、広報誌８月号へ掲載し、広く周知を図ってま

いりたいと考えております。 

また、南中学校休校に伴う諸課題の解決策に伴う費用に関して

は、９月の市議会定例議会におきまして、補正予算計上を行うべく、

調整を行ってまいりたいと思います。 

なお、次回の総合教育会議につきましては、次年度の予算編成に

向けた協議を行うため、下半期に開催を予定しております。 

以上、よろしいでしょうか。 

 

（（異議なし）） 

 

それでは、これをもちまして、平成２９年度第３回総合教育会議

を閉会します。本日はどうもありがとうございました。 

 


